
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
審
査
会
会
議
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
三
月
二
十
七
日
審
査
会
決
定
）

（
平

成

八

年

七

月

十

日
一

部

改

正
）

（
趣
旨
）

第
一
条

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
会
議
に
関
し
て
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
招
集
）

第
二
条

審
査
会
の
会
議
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
合
議
体
の
会
議
に
あ
っ
て
は
審
査
長
が
、
法
第

五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
議
に
あ
っ
て
は
会
長
が
招
集
す
る
。

（
出
席
の
有
無
の
届
出
）

第
三
条

審
査
会
の
委
員
（
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
合
議
体
に
あ
っ
て
は
審
査
員
を
い
う
。
以
下
「
委
員
」
と
い

う
。
）
は
、
会
議
の
招
集
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
出
席
の
有
無
を
あ
ら
か
じ
め
、
会
長
又
は
審
査
長
（
以
下
「
会
長
等
」

と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
会
及
び
閉
会
）

第
四
条

出
席
委
員
の
数
が
法
第
五
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定
足
数
に
達
し
た
と
き
は
、
会
長

等
が
開
会
を
宣
告
す
る
。

２

閉
会
は
、
会
長
等
が
宣
告
す
る
。

（
発
言
）

第
五
条

委
員
は
、
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
長
等
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
人
以
上
の
委
員
が
同
時
に
発
言
を
求
め
た
と
き
は
、
会
長
等
は
、
そ
の
一
人
を
指
定
し
て
発
言
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。



（
表
決
の
方
法
）

第
六
条

表
決
の
方
法
は
、
起
立
に
よ
る
。
た
だ
し
、
会
長
等
は
、
他
の
表
決
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
等
は
、
出
席
委
員
に
異
議
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
確
か
め
た
後
、
表
決
の
手
続
き
を
と
ら
な
い
で
、
可
決
し
た

も
の
と
し
て
そ
の
旨
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
録
）

第
七
条

会
長
等
は
、
会
議
録
を
調
製
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

会
議
開
催
の
日
時
及
び
場
所

二

出
席
委
員
の
氏
名

三

議
事
の
概
要

四

裁
決
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
賛
否
の
数

（
補
則
）

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
審
査
会
の
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
法
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
会

議
に
諮
っ
て
定
め
る
。


